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年頭のごあいさつ

新年明けまして　おめでとうございます

　事業主ならびに加入者のみなさまには、健やかに新年をお迎えのことと、お慶び申し上げます。
　昨年、厚生労働省が発表した２０２１年度の概算医療費は過去最高の44.2兆円となり、新型コロナウ
イルス感染拡大に伴う影響で減少した2020年度に比べ、2兆円増加しました。これは、受診控え等の
反動に加え、新型コロナ関連の医療費が増加したことが要因であり、今後もこの傾向は続くものと思
われます。
このような状況の中で、日本国内の経済活動は回復しつつあり、当健保においても、母体企業のワク
チン接種関連をはじめとした国や自治体からの受託事業の取扱拡大により、冬季一時金が予想を大
きく上回る結果であったことから、保険料収入が予算を上回り健保財政は一時的には改善される見
込みです。
　一方、今年の冬は新型コロナとインフルエンザの同時流行が懸念されており、再び医療体制がひっ
迫するおそれがあります。国は重症化リスクの高い高齢者やこども、妊婦、基礎疾患のある人の受診
を優先し、それ以外の人には検査キットやオンライン診療等を活用して、基本的に自宅療養してもら
う方針を打ち出しています。
　このような状況では、一人ひとりの自己管理や正しい知識に基づいた健康行動が大変重要になっ
てきます。もちろん、必要な医療を受けることは大切ですが、基本的な感染対策を引き続き継続し、
重症化リスクのある人等はワクチン接種を行うなど、自分の身を守る行動が、日本の医療体制、ひい
ては国民皆保険制度を守ることにもつながります。
　また、普段から感染症に負けない体づくりをしておくことも大切です。まずは、健保組合がご案内す
る健診や特定保健指導をきちんと受け、持病のある人は服薬や生活習慣の改善に努め、この一年を
乗り越えていただきたいと思います。
　本年も、 どうぞよろしくお願いいたします。

日本旅行健康保険組合
理事長　岡 本　隆
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2022年度 インフルエンザ予防接種の補助金申請は 1 月31日（火）まで（必着）です

マイナンバーカードの健康保険証利用申込・公金受取口座登録はお済みですか？
～2024年度中に「健康保険証」が原則廃止されます～

　２０２１年１０月から、 マイナンバーカードの健康保険証利用が開始されていますが、 ２０２４年度中に「健康保
険証」を原則廃止し、 マイナンバーカードに統一していく方針が閣議決定されました。
　※２０２２年10月17日現在の日本旅行健保における保険証利用登録者数（家族を含む）は2,063名（登録
率30.7％）です。
　利用には利用登録が必要ですが、 利用申込みは簡単です。
　まだ申込が済んでない方は、今すぐ申し込みましょう！（令和５年２月２８日までに保険証利用登録をすると、
マイナポイント７,５００円分、 公金受取口座登録をすると更に７,５００円分がもらえます。） 
　なお、 マイナンバーカードの申請がまだの方も、 ２０２３年２月２８日までに申請すればマイナポイントの対
象となりますので、 今からでも申請しましょう！！

①申込者本人のマイナンバーカード＋あらかじめ市区町村窓口で設定した暗証番号（数字４桁） 
②マイナンバーカード読取対応のスマホ（又はPC ＋ ICカードリーダー）
③「マイナポータルアプリ」のインストール
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まずは必要なものを準備保険証利用
申込方法

ブラウザで「マ
イナポータル」
と検索し、マイ
ナポータルへ
アクセスする

「保険証利用の
申込」の「利用
を申し込む」を
クリックする

利用規約等を
確認して同意
する。

マイナンバー
カードを読み
取る

申
込
完
了

保険証利用登録についての詳しくは、 ７ページ、 公金受取口座登録については８ページの案内をご覧ください。

STEP STEP STEP STEP

※以下の方法の他、セブン銀行のATMでもできます。

　２０２２年１０月～１１月に東振協の契約機関以外で接種いただいたインフルエンザ予防接種の補助金申請は、
２０２３年１月３１日（火）締めで、２月２４日の給与に含めて支給しますので申請遅れのないようにご注意ください。
なお、支給状況は「給与明細」にてご確認ください。（任意継続被保険者の方は補助金請求書に記載いただいた
銀行口座に振り込みとなります。）
※東振協の契約機関で接種された方は、補助金を差し引いた額を窓口に支払っていただいていますので、 重複
　して申請しないようご注意ください。　



35歳以上の被扶養者の皆様へ
　　2022年度の健康診断はお受けになりましたか？
　２０２３年３月３１にまでに３５歳～７４歳となる 「被扶養者（家族）」 と 
「任意継続被保険者・被扶養者」 の対象者に、 昨年６月に健康診断のご
案内を送付しております。
　年に一度の健康診断は、 自分や大切な家族の健康状態を定期的に
チェックできる貴重な機会です。 自覚症状がなくても、 毎年受診する
ことで、 病気の予防や早期発見にもつながり、 医療費の軽減にもなり
ます。
　みなさまのご協力のおかげで、 ２０２１度の受診率は７４.０%と前年から４.１%上回ることができました。 改め
て御礼申し上げます。 ２０２２年度も引き続き受診率の向上にご協力をお願いいたします。
　受診期間は、 ２０２３年３月３１日までとなっております。 年度末が近くなると予約が取りにくい医療機関も出て
きますので、お早めにご予約ください。

●パート先や市区町村等の健診を受けられた方へのお願い（案内書１５ページ）
　健保以外で健診を受ける被扶養者方の健診結果も、 健保組合が国へ報告するよう義務付けられており、 受診
率が低い健保組合には国への納付金が加算される仕組みとなっています。
　受診されましたら、 結果のコピーと問診票 （案内書１９ページ） を健保組合に送付頂きますようお願いいたします。
　送付いただいた方には、 UCギフトカード（１,０００円分）をプレゼントいたします。
　なお、 国へ報告する検査項目は決められており必須項目の結果がないと受診したと認められません。
　受診結果で以下の健診項目が１つでも抜けている場合は、 健保から送付している 「受診券（セット券）」 を
使ってAコースの特定健診又はBコースの 「生活習慣病予防健診」（受診券不要） を受診いただきますようお願い
いたします。 （Aコースの受診券を紛失された場合は健保組合へご連絡ください。）

　　＜必ず必要な健診項目＞
　　　①身長  ②体重  ③腹囲  ④BMI  ⑤血圧 
　　　⑥AST（GOT）  ⑦ALT（GPT）  ⑧γ－GPT
　　　⑨空腹時血糖又はHbA1c又は随時血糖
　　　⑩尿糖  ⑪尿蛋白 と「問診票」（案内書１８ページ）
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2022年度版

健康診断のご案内

料金後納
郵  便

重要

健診終了まで要保存

被扶養者家族と任意継続（本人・被扶養者）の方対象

「健康」を守ること…
そのためのいちばんの近道は、毎年健診を受けることです。
コロナ禍にあっても、どうか「健康」を後まわしに
しないでください。

TEL（03）6895－8391　FAX（03）6895－8393

日本旅行健康保険組合
〒103-0027　東京都中央区日本橋1-19-1 日本橋ダイヤビルディング10階

＊受診前に以下の2つの書類を提出してください＊

① 案内しているコースを選び、別紙の「受診計画連絡票」を
　 専用封筒でご返送ください【回答期限：7月22日（金）必着】

② B、Dコースは健診機関をご自身で予約後、「利用申込書（P17.18）」
　 を健保組合へ送付してください

※Aコース（40歳以上対象）は「利用申込書」の送付の必要はありません
※Cコースは受診計画連絡票の提出がそのまま申込みとなります（「利用申込書」の提出不要）

】関機託委業事りくづ康健　合組険保康健【 ）先還返・人出差（
㈱あまの創健　全国巡回健診企画室

〒461-0001 名古屋市東区泉二丁目20番20号　TEL：（052）930－8071
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2022年度　第Ⅲ期　家庭用常備薬のあっせん販売のお知らせ
～風邪・花粉症のほか、災害に備えて家庭用常備薬を準備しておきましょう～

　これからが冬本番･･･風邪薬や春に向けた花粉症といった季節の症状を市販薬でケアしま
しょう。
 また、災害に備えて以下のような常備薬や救急用品も準備して定期的に中身を点検し、不足し
ているものを補充しておきましょう。そして、家族全員が救急箱の置き場所を把握しておき、い
ざというとき持ち出せるように話し合っておくことが大切です。また、薬にも使用期限がありま
す。使用期限を確認し、使用期限の切れた薬は使わないようにしましょう。

　＜災害に備えておきたい常備薬・救急用品＞
　　●解熱鎮痛薬、かぜ薬　●胃腸薬　●軟こう　●下痢止め薬　●消毒薬　●湿布薬
　　●包帯　●滅菌ガーゼ、ガーゼ止め用テープ　●脱脂綿　●救急用ばんそうこう
　　●体温計　●マスク　●抗菌・消臭スプレー　●災害用トイレ　●ウエットティッシュ
　　●歯ブラシ・歯磨き剤　●生理用品　●大人用おむつ　など

　今回はＷｅｂとＦＡＸによる申込を受け付けしますので、 ご希望の方は、 以下の要領でお申込みください。
　なお、 今回はPepポイントが代金の決済にも利用できますので、 是非ご利用ください。

家庭用常備薬等の販売のご案内

Ｗｅｂによる申込み方法

日本旅行健康保険組合ホームページ右下にある 「家庭用常備薬申込」 をクリックし、 案内に従ってお申込みくだ
さい。 （ご家庭のインターネットからもお申込みいただけます）

ＦＡＸによる申込方法

ご案内

「家庭用常備薬品等販売のご案内」 が日旅物流の定期便 （１/２４発送） 等により各事業所経由で配布されます。
申込書に、 数量・金額・氏名・住所・電話番号等の必要事項を必ず記入のうえ、 申込書に記載のＦＡＸ番号に送
信してください。

 １） 申込期間
　　２０２３年１月２０日（金）～ ３月３１日（金）まで
 ２） 商品のお届け
　　Wｅｂ申込、 ＦＡＸ申込とも、 申込内容確認後、 宅配便にて２０日前後でお送りします。
 ３） 送料
　　購入金額が４，０００円以上の場合は無料です。
　　（購入金額が４，０００円未満の場合は５００円のご負担となります。）
 ４） 支払方法
　　・ 郵便振込（コンビニエンスストアでも可能）･･･振込手数料は無料です。
　　　※お届けする商品の中に「郵便振込用紙」が同封されますので、商品到着後必ず２週間以内にお近くの
　　　　郵便局、コンビニエンスストアからお振込みください。
 5） Pepポイントの利用方法
　　今回より、 PepUpでたまったポイントを使用できるようになりました。
　　詳しくは、 １月中旬に配布する 「家庭用常備薬等販売のご案内」 をご覧ください。

Pepポイントが支払いに利用できる!!

ご案内



通話料
無　料

　医療費控除は１年間（１月１日～１２月３１日）の医療費の自己負担
が１０万円を超えた場合、　所得税が減額される制度ですが、 医療費
控除の特例として、 セルフメディケーション税制があります。
　医療費の合計が１０万円を超えていない人でも、 対象となる市販
薬の年間購入額が、 １２,０００円を超えれば、 セルフメディケーション
税制が適用できる可能性があります。
制度のしくみをよく知って、 賢く節税しましょう。
　＊各制度についての詳細は国税庁のホームページをご覧ください。

医療費控除とセルフメディケーション税制のご案内

■医療費控除
２０２２年１月から１２月までの１年間で、医療費等の
自己負担が１０万円を超えた場合に利用できます。

※生計を同じくする家族の分も合算できます。
※健保組合からの高額療養費や出産育児一時金、生命保険
　の入院給付金などで補てんされた金額は除きます。
※その年の総所得金額等が２００万円未満の人は総所得金
　額等の５%となります。

■セルフメディケーション税制
２０２２年１月から１２月までの1年間で、下記マーク
のついた市販薬の年間購入費が１２,０００円を超え
た場合に利用できます。
※上限は８８,０００円で、生計を同じくする家族の分も合算で 
　きます。

確定申告には、医療費等の明細書が必要で
すが、ｅ-Taxで医療費控除の申請を行う場
合、健保組合からの「医療費データ」をPeｐ
Upからダウンロードできます。
但し、データが間に合わない月は明細書を
作成いただく必要がありますのでご了承く
ださい。
なお、PeｐUpの「医療費のお知らせ」を印刷
したものは申請に利用できませんのでご注
意ください。

確定申告と医療費通知

確定申告書のほか、以下の書類が必要です。
●対象となる医薬品を購入した場合のレ
　シート、領収書
●申告する人の健康診断の結果通知票また
　は予防接種、がん検診の領収書など

確定申告に必要な書類

医療費控除とセルフメディケーション税制を
同時に利用することはできませんのでご注意ください。

5

確定申告期間は
2/16（木）～3/15（水）
　　　　　までです。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
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ｅ-Ｔａｘを利用した医療費控除をするための
　　　　　PepUpの医療費通知データの受領方法について

　「医療費控除」 の申請に必要なデータを 「PeｐUp」 からダウンロードし、 「ｅ-Ｔａｘ」 を使用して、インターネット上
で確定申告を行うことができます。
　医療費データのダウンロード手順は以下のとおりです。

①以下のＵＲＬから「PeｐUp」にログインします。
　https://pepup.life/users/sign_in 
　※アプリ版ではご利用いただくことができませんのでご注意ください。

②メニューから「医療費」を選択し、クリックします。

③「国税電子申告（ｅ-Ｔａｘ）用医療費データのダウンロード」 より、 申請が必要な年度をクリックすると、 データを
　ダウンロードします。

※こちらのデータはｅ-Ｔａｘソフトでの読み込みが可能です。 ｅ-Ｔａｘを利用した申請方法の詳細は、以下の
　国税庁のホームページをご確認ください。
　　https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/r04junbi/iryouhikoujo.htm
　また、 便利なスマートフォンによる医療費控除方法については以下の動画（国税庁動画チャンネル）を参
　考にしてください。
　　スマホ申告（医療費控除の入力方法） - Bing video

◆PepUpでダウンロード可能な医療費データは、 病院を受診してから３～４ヶ月ほど反映
に時間がかかります。（１２月受診分は３月１０日に反映されます。）
　そのため、 申請時にデータの内容をご確認いただき、 不足分は明細書を作成していた
だく必要があります。
　また、 病院の窓口で支払った額以外についても、 ご自身で明細書を作成してください。
　なお、 PeｐUpの 「医療費のお知らせ」 を印刷したものは申請に利用できませんので、 
ご注意ください。
　　※医療費控除の対象となる費用については、 以下をご覧ください。
　　　https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm 

◆PepUp上でダウンロード可能な医療費データ内には、 健康保険組合、自治体、保険会社からの給付金
　の記載はありません。 そのため、 給付金を受給した場合は 「支払った医療費の額」から給付金※の額を
　差し引いて申請してください。
　　※給付金の例 ： 保険会社からの保険金、  公費負担医療や自治体が実施する医療費助成、 
　　　（家族）療養費、 （家族）出産育児一時金、  高額療養費、 等 （傷病手当金や出産手当金は含まれま
　　　せん。）

◆その他、 医療費控除についてのご質問は、 最寄りの税務署へお問合わせください。

【医療費データを使用いただく際の注意点】

https://www.bing.com/videos/search?q=%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3%E5%91%8A+%E5%8C%BB%E7%99%82%E8%B2%BB%E6%8E%A7%E9%99%A4+e+tax+%E3%82%84%E3%82%8A%E6%96%B9&&view=detail&mid=AFD99D568CF84B1A59B1AFD99D568CF84B1A59B1&&FORM=VRDGAR&ru=/videos/search?&q=%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3%E5%91%8A+%E5%8C%BB%E7%99%82%E8%B2%BB%E6%8E%A7%E9%99%A4+e+tax+%E3%82%84%E3%82%8A%E6%96%B9&form=VDRSCL
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/chizu.htm
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よ
く
あ
る
質
問
に
お
答
え
し
ま
す

ど
こ
で
利
用
で
き
る
の
？

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
見
ら
れ
る
の
が

不
安
で
す

医
療
機
関
や
薬
局
の
窓
口
職
員
が
、マ
イ

ナ
ン
バ
ー
を
取
り
扱
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

も
し
見
ら
れ
た
と
し
て
も
、他
人
が
あ
な
た

の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
使
っ
て
手
続
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

健
康
保
険
証
と
し
て
使
え
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、

受
診
歴
や
薬
剤
情
報
な
ど
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
性
の

高
い
情
報
が
カ
ー
ド
の
IC
チ
ッ
プ
に
入
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。

落
と
し
た
り
、失
く
し
た
り
し
た
場
合
は
、下
記

フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
で
24
時
間
36
5日
体
制
で

カ
ー
ド
の
一
時
利
用
停
止
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

持
ち
歩
い
て
大
丈
夫
な
の
？

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
つ
い
て
の
お
問
合
せ

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
等

05
0-
38
18
-1
25
0

そ
の
他
の
お
問
合
せ

05
0-
38
16
-9
40
5

▼
 一
部
の
IP
電
話
等
で
上
記
ダ
イ
ヤ
ル
に
つ
な
が
ら
な
い
場
合

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て

01
20
-0
17
8-
26

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
等

01
20
-0
17
8-
27

▼
 英
語
、中
国
語
、韓
国
語
、ス
ペ
イ
ン
語
、ポ
ル
ト
ガ
ル
語
対
応
の
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

Th
is
 te
le
ph
on
e 
nu
m
be
r i
s 
to
ll-
fr
ee
 c
or
re
sp
on
di
ng
 to
 E
ng
lis
h,
 C
hi
ne
se
, K
or
ea
n,
 S
pa
ni
sh
 a
nd
 P
or
tu
gu
es
e.

In
qu
iri
es
 a
bo
ut
 S
oc
ia
l S
ec
ur
ity
 a
nd
 T
ax
 N
um
be
r S
ys
te
m
.

In
qu
iri
es
 a
bo
ut
 In
di
vi
du
al
 N
um
be
r C
ar
d 
et
c.

01
20
-9
5-
01
78

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
マ

イ
ナ
ン

バ
ー

紛
失・
盗
難
に
よ
る

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

一
時
利
用
停
止
に
つ
い
て
は

24
時
間
36
5日

受
付！

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

↓
申
請
方
法
は
こ
ち
ら
↓

ht
tp
s:
//
w
w
w
.k
oj
in
ba
ng
o-

ca
rd
.g
o.
jp
/k
of
us
hi
ns
e/

平
　
日
　
9：
30
～
20
：0
0

土
日
祝
　
9：
30
～
17
：3
0

受
付
時
間 （
年
末
年
始
を
除
く
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
健
康
保
険
証

と
し
て
利
用
で
き
る
医
療
機
関
・
薬
局

は
、右
の
ス
テ
ッ
カ
ー
や
ポ
ス
タ
ー
が
目
印

で
す
！
利
用
で
き
る
医
療
機
関
・
薬
局

は
、拡
大
し
て
い
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が

健
康
保
険
証
と
し
て

利
用
で
き
ま
す！

厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も

利
用
で
き
る
医
療
機
関・
薬
局
を
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。

ス
テ
ッ
カ
ー

ポ
ス
タ
ー

令
和
４
年
７
月
改
訂

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
PR
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

マ
イ
ナ
ち
ゃ
ん

公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
PR
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

マ
イ
キ
ー
く
ん

記
号
　
　
　
　
　
　
番
号

氏
名
　
マ
イ
ナ

○
○
○
○

被
保
険
者
証

※
利
用
で
き
る
医
療
機
関
・
薬
局
に
つ
い
て
は
、裏
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
従
来
の
健
康
保
険
証
が
利
用
で
き
な
く
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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